
条例名 施設等の名称
改正前
～R5.9.30

改正後
R5.10.1～

４h以内 3,086円 3,146円

１h(延長) 772円 792円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 308円 319円

１h(延長) 72円 77円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

視聴覚室

会議室

区分

公民館
下川町公民館の設置及
び管理等に関する条例

練習室

研修室

調理実習室

和室

大ホール(ステージ含む)

控室A

控室B

中会議室



条例名 施設等の名称
改正前
～R5.9.30

改正後
R5.10.1～

区分

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

４h以内 206円 209円

１h(延長) 51円 55円

大ホール拡声装置 1ステージ 1,029円 1,045円

大ホール特殊照明装置 1ステージ 2,057円 2,101円

大ホール16ミリ映写機 1セット 515円 528円

ピアノ 1回 206円 209円

拡声装置付講義卓 1回 103円 110円

調理実習室ガス器具 1回 103円 110円

液晶プロジェクター 1回 206円 209円

移動用拡声装置 1回 206円 209円

金びょうぶ 1回 515円 528円

12回まで 5,142円 5,236円

13回から24回まで 9,257円 9,427円

25回から48回まで 13,371円 13,618円

49回以上 17,486円 17,809円

１h(延長) 515円 528円

※料金には消費税及び地方消費税が含まれています。

※端数処理の方法が「10円未満」から「1円未満」切捨てに変わるため、請求金額が円単位に変わります。

下川町公民館の設置及
び管理等に関する条例

公民館

会議室B

公民館を使用する年度内の通算回
数に応じて

茶室

会議室A


